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保険の考え方

参加者（各種出展者・出店者）は、偶然の事故や災害によって生じる可能性のあるリスクに備え、

“損害保険契約を締結”していただきます。（一般規則第27条、特別規則第8号）

損害保険の特徴

• 事故や災害によって生じる損害（経済的損失）に対して、補償を提供する金融スキーム

• 保険会社に損害を転嫁することにより、個人や企業が被るリスクを軽減

• 偶然の事故や災害によって、自己の所有物が被る可能性のある物的損害は何か？その頻度と規模の査定

• 第三者に対する出展者・出店者の賠償責任の種類、頻度、規模

• 出展・出店にあたり関与する人（来場者以外）の病気やケガに対する補償の必要性

損害保険を検討するためには、

最初に、出展・出店内容全体の“リスクアセスメント実施”は必須

事故や災害が発生した場合でも、すべてのステークホルダーが継続的に博覧会に参加できる体制づくりが目的

リスクアセスメントのポイント



※協会が賠償責任リスク（施設賠償責任・生産物賠償責任）の保険を包括契約する理由

博覧会では、来場者や他の参加者など第三者に対する賠償責任を負う事故が発生する可能性が高いです。

多数の参加者が関与する中で、①リスクの「抜け漏れ」を防ぎ、②事故発生時に「迅速かつ統一的な対応」を行う必要があるため、協会が契約者となり、

参加者全員を被保険者とする包括的な保険契約を締結します。

保険契約者 （被保険者）出展者・出店者の保有するリスク保険種類

【協会が契約する保険】

※

契約者：協会

追加被保険者：すべての出展者・出店者

保険期間：ʻ26年11⽉頃〜ʼ28年３月末（予定）

※費用を負担いただきます（別途お知らせ）

来場者や他の参加者のケガ・財物の損壊などの第三者への賠償責任施設賠償責任保険

飲食品や商品の製造、販売に起因する第三者への賠償責任生産物賠償責任保険

【各出展者・出店者にご検討いただきたい保険の例】博覧会の継続のために必要な保険契約をしてください

出展者・出店者協会がかける施設・生産物賠償責任保険で補償されない業務リスクその他賠償責任保険

賃借人となっている開催者・出展者・出店者過失によって部屋を損傷させた場合に、家主に対して負う損害賠償責任を補償借家人賠償責任保険

受託業務を請け負っている参加者請負業務にかかる業務上のリスク請負賠償責任保険

建設業者、組立業者、土木業者・解体業者など土木・建物・装置などの建設リスク、組立リスク、解体リスクなど

建設工事保険、組立保

険、解体工事保険、土

木工事保険など

自動車の所有者または使用者自動車を所有・使用によるリスク自動車保険

建物の所有者建物の火災落雷爆発、風雪雹災、水災、電気的機械的事故、その他事故による損害

火災保険

財物の所有者建物内の財物（什器・備品・商品など）の損害・盗難・紛失

展示物の所有者または管理者財物の展示中・保管中の損壊・盗難・紛失動産総合保険

材料や展示物などの所有者国内での財物の運送中のリスク運送保険

材料や展示物などの所有者（輸出者・輸入者）海外からの輸入リスク外航貨物保険

検討していただきたい保険契約の例



推奨損害保険代理店情報

E-mail アドレス担当者電話番号営業時間住所代理店名

m-nomura@hoei-hoken.co.jp

k-mitsuhashi@hoei-hoken.co.jp

t-hara@hoei-hoken.co.jp

s-aoki@hoei-hoken.co.jp

野村

三橋

原

青木

045-201-3285

9：00 ～ 17：00

（休日：土日祝・年末年始）

横浜市中区山下町2番地

産業貿易センタービル6Ｆ

（〒231-0023）

ほうえい

株式会社朋栄

tic-engeihaku@tokyu-hoken.co.jp

岩下

森

板橋

髙橋

03-5469-7203

10:00 ～ 17:00

（休日：土日祝・年末年始・

5月1日休業）

東京都渋谷区渋谷1-16-14

渋谷地下鉄ビル4階

（〒150-0002）

とうきゅうほけん

東急保険コンサルティング

株式会社

soudan-hoken_j8z@keikyu-group.jp

営業部

大西、池谷

0120-013-113

9：30 ～ 17：45

（休日：土日祝・年末年始）

横浜市港南区上大岡西1-6-1

ゆめおおおかオフィスタワー21F

（〒233-0002）

けいきゅうほけん

株式会社京急保険サービス

hoken@sotetsu-group.jp佐々木・吉田045-312-7525

9：10 ～ 18：00

（休日：土日祝・年末年始）

横浜市西区北幸2-9-14

（〒220-0004）

そうてつほけん

相鉄保険サービス

株式会社

 参加者の皆様からの損害保険に関するご相談先として「推奨損害保険代理店」として選定いたしました。

 なお、推奨損害保険代理店のご利用は必須ではございません。すでにお取引のある保険代理店がある場合は、そちらにご相談いただいても問題ございません。

 特に、出展・出店にかかる類似の取引実績がある損害保険代理店がある場合は、そちらをご活用いただくことを推奨いたします。



 各種保険の補償内容については、各保険会社のホームページの「保険約款」や「パンフレッ

ト」でご確認いただけますが、引受方針などは保険会社によって異なりますので、ホーム

ページ上で確認できないものについては、個別に、保険会社や保険代理店にお問合せいただ

くことをお勧めします。

 保険会社や保険代理店に相談される際には、

全体スケジュール・設計図・計画書・出店場所・面積・出展内容・スタッフ人数など、

出展内容がわかる情報をご準備ください。

 保険についてのお問合せは、想定される保険期間の１〜２か⽉前に、余裕をもってご相談く

ださい。

 各種保険契約には、「求償権放棄特約」を必ず付帯してください。

 保険証券および補償内容のわかる資料は、遅くとも保険期間の2週間前までに、

当協会に提出ください。未提出の場合、事業スタートを提示までお待ちいただく可能性もあ

ります。

※ ご不明な点がありましたら、担当までお問合せください。

財務部経理課 保険担当（池田） 電話 045-307-2045

e-mail  keiri@expo2027yokohama.or.jp 

保険についてのその他の注意事項



＜ご参考＞ 保険に関する費用負担について

保険の性質上、出展内容や受託業務内容等が決まっていない状態ではリスク評価ができないため、協会を契約者とし、す

べての参加者を被保険者とする賠償責任保険契約の保険料見積はできません。そのため、皆さまに負担していただく費用の

根拠数字がお示しできていないのが現状です。

つきましては、現在開催されている「⼤阪・関⻄万博」の保険ガイドラインに提⽰されている費⽤を、ご参考までにお知

らせいたしますので、目安としてご活用ください。

＜参考＞ ⼤阪・関⻄万博 保険ガイドライン ‘C-21’ からの引用

（費用負担単価）

 施設賠償責任保険部分の費⽤負担︓ 285円/㎡ ・・・・・ ①

 ⽣産物賠償責任保険部分の費⽤負担︓

a)食品を提供する場合︓580円/㎡ ・・・・・ ②

b)製品を販売する場合︓350円/㎡ ・・・・・ ③

（計算方法）

費用計算については、主に、以下の３種類になります。

パターンA 食品提供なし、製品販売なし、の場合、上記①のみ計算

パターンB 食品提供あり、製品販売なし、の場合、上記①と②の合算

パターンC 食品提供あり、製品販売あり、の場合、上記①②③の合算

上記保険は、施設賠償責任保険と生産物賠償責任保険の保険約款の「保険金が支払われる場合」に規定された対象のみ補償

されるものですので、補償対象外に該当するものが出展内容・受託内容等に含まれる場合（自動車の使用、装置の設置、

建物の建設、美術品の展示、展示品の輸送、など）には、各自、必要な他の保険契約（賠償責任保険、自動車保険、工事保険、

火災保険、動産総合保険、または、運送保険など）を手配してください。

※ご不明な点がありましたら、

財務部経理課保険担当（池田）

tel: 045-307-2045

e-mail: keiri@expo2027yokohama.or.jp

までご連絡ください。


